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通番１８：鳥獣捕獲許可等の市町村への移譲（埼玉県）
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まえがき

高等学校等就学支援金事務処理要領（新制度）（第 1版）

（都道府県事務担当者用）

本要領は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、「高等学校等就学支援

金」（以下「就学支援金」という。）の制度の概要及び就学支援金の支給に関する事務処理の

標準的な手順等について記載したものである。

各都道府県においては、円滑な制度の実施のため、本要領に沿い実施していただくようお

願いしたい。

また、就学支援金の支給に係る事務処理については、法令等に記載される事項以外は就学

支援金の支給事業主体である都道府県の判断による取扱いをすることが許容される。就学支

援金の支給に加えて都道府県独自の授業料減免制度を実施する場合もあると考えられること

から、各都道府県においては、本要領を参考にして各都道府県としての事務処理要領等を作

成し、各学校設置者に配布するなど、適宜本要領の活用を図られたい。

文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室

第1版平成26年4月

通番１７：市立高校の就学支援金制度に関する指定都市・中核市
　　　　　　への権限移譲（京都府）
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第1章高等学校等就学支援金制度の概要

1 制度の趣旨・目的

本制度は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」（以下「法」という。）に基づ

いて、高等学校等に在籍する生徒の授業料に充てるものとして就学支援金を支給するもの

である。

「高等学校等就学支援金制度」は、以下のような趣旨・目的に基づいて実施するもので

ある。

① 高等学校等への進学率は約 98%に達し、国民的な教育機関となっており、その教

育の効果は広く社会に還元されるものであることから、その教育費について社会全体

で負担していく方向で諸施策を進めていくべきであること。

② 高等学校等については、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が

安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊

の課題となっていること。
③ 多くの国で後期中等教育を無償としており、国際人権 A 規約（※）にも「中等教育に

おける無償化の漸進的導入」が規定されている。

（※）国際人権A規約とは、国連人権委員会が作成した「経済的、社会的及び文化

的権利に関する国際人権規約Jのことをいい、労働の権利、社会保障についての

権利、教育についての権利などの社会権を保障するものである。（我が国において

は、昭和 54年に批准し、同年 9月 21日に発効。アメリカ合衆国を除く主要各国

が締約。）

また、この施策が高校教育に及ぼす効果としては、以下のことがあげられる。

① 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減により、全ての意志ある高校生等

が、教育費負担を心配することなく、安心して勉学に打ち込めること。

② 対象となる高校生等に対しては、本制度の意義について周知することにより、自ら

の学びが社会に支えられていることの自覚を醸成し、国家・社会の形成者としての成

長を目指して、学習意欲を維持向上する効果が期待されること。

2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の概要

( 1 ）法律の趣旨

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄

与するため、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために就学支援金の支給を受け

ることができることとすること。

( 2）対象となる学校

国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門

学校（第 1学年～第 3学年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であ

って国家資格者養成施設（＊）の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外

国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの。

＊対象となる国家資格者養成施設

・理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第 57条に規定

する者（高等学校入学資格者）を入所させるもの

－准看護師養成所

・調理師養成施設

・製菓衛生師養成施設

・1-
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※専修学校一般課程又は各種学校で、あって国家資格者養成施設の指定を受けているも

のについては、平成 26年 4月 1日以降に当該学校の第 1学年に入学する者から、

学年進行で対象となる。

( 3）就学支援金の支給

①受給資格
就学支援金は、（2）の高等学校等（以下「高等学校等Jという。）に在学する生徒

で日本国内に住所を有する者（以下「受給資格者」という。）に対して支給する。

②受給資格の認定
受給資格者は、就学支援金の支給を受けようとするときは、その在学する高等学校

等（同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択したーの高等学校

等の課程）の設置者を通じて、都道府県に対し、当該高等学校等における就学につい

て就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を

受けなければならない。

③就学支援金の額
a 就学支援金は、②の認定を受けた者（以下「受給権者Jという。）がその初日に

おいて当該認定に係る高等学校等（以下「支給対象高等学校等」という。）に在学

する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、当

該支給対象高等学校等の授業料の月額に相当する額（その額が政令で定める支給限

度額を超える場合には、支給限度額）とする。

b 保護者等の収入の状況に照らして特に必要があると認められる受給権者について

は、 aの支給限度額に政令で定める額を加算するものとする。

c aの支給限度額は、公立高等学校の授業料の月額その他の事情を勘案して定める

ものとする。

④就学支援金の支給
a 都道府県は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。

b 就学支援金の支給は、受給権者が②の認定の申請をした日の属する月から始め、

当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

⑤代理受領等
支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有

する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

⑥収入の状況の届出
受給権者は、毎年、都道府県が定める日までに、保護者等の収入の状況に関する事

項を、都道府県に届け出なければならない。

⑦就学支援金の支払の一時差止め
受給権者が、正当な理由なく⑥の届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差

し止めることができる。

3 制度の概要

( 1 ）対象となる学校種
2 (2）のとおり。

(2）支給の対象となる者

高等学校等（上記（1）の対象となる学校種）に在学する生徒が対象となる。ただし、

以下の者については支給の対象とならない。

①日本圏内に住所を有しない者
本制度は、高等学校等に係る教育の成果が社会全体に還元されるものであり、その

-2 -
30



教育費について社会全体で負担するという考え方に立脚するものであることから、我

が国に在住し、我が国の社会を構成する者についてその対象とするものである。

②高等学校等（修業年限が 3年未満のものを除く）を卒業し又は修了した者

③高等学校等に在学した期聞が通算して 36月（高等学校・中等教育学校後期課程の定

時制・通信制課程及び専修学校高等課程・一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合

は48月）を超える者

これらの者については、所定の修業年限で高等学校等を卒業する者が受けることが

できる就学支援金の総額との均衡や、無制限に公費を支出し続けることがないように

する観点から、支給しないこととしたものである。

④所得制限基準に該当する者

法第3条第2項第3号に掲げる「保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の

支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者」と

して、保護者等の市町村民税所得割額が 304,200円以上である者

( 3) 2校以上の高等学校等に同時に在学している場合の取扱い

同時に 2校以上の高等学校等に在学している生徒については、当該生徒の選択により、

いずれか1校の授業料に対する就学支援金を支給する。

( 4）就学支援金の額

就学支援金は以下の額を限度に月を単位として支給される。

．高等学校・中等教育学校 ｜糊lj支援学校｜ 高等専門学校 ｜ 専臨時 ｜ 雑学校

国立｜ 9,600 I 400 I 9,900* I 9,900 I 9,900 
公立 1 9,900 （注） I 400 I 9,900* I 9,900* I 9,900 
私立｜ 9,900* I 9,900* I 9,900* I 9,900* I 9,900* 
＊は加算の対象となるもの

（注）公立の高等学校及び中等教育学校の定時制課程は 2,700円

公立の高等学校及び中等教育学校の通信制課程は 520円

なお、授業料の額が上記の額に達しない場合には、授業料の額を限度として就学支援

金が支給される。

( 5）単位あたりの授業料を設定する高等学校等における就学支援金の支給額の特例

単位制高等学校や専修学校高等課程・一般課程の単位制学科の中には、単位あたり

の授業料を設定しているところがあることから、その場合の就学支援金の支給限度額

については、特例を設けることとしている。

なお、 1単位あたり授業料を設定し徴収している場合のルールについては、第3章2

(4）参照。

( 6）所得に応じた支給

①制度の概要

私立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校、国公私立の高等専門学校、公私立

の専修学校高等課程・一般課程及び私立の各種学校の生徒のうち特に経済的負担を軽

減する必要がある世帯の生徒については、所得に応じて支給金額を 1.5倍～ 2.5倍

した額を上限として支給する。

a 年収 250万円未満程度の世帯：年間 118,800円の 2.5倍の額（297,000円）

b 年収 250～ 350万円未満程度の世帯：年間 118,800円の 2倍の額（237,600円）

c 年収 350～ 590万円未満程度の世帯：年間 118,800円の 1.5倍の額（178,200円）

d 年収 590～910万円未満程度の世帯：年間 118,800円

※これらの年収はあくまで目安であり、具体的な所得確認基準は以下のとおり。

自 3岨

31



②所得確認
O所得確認の基準は、世帯構成を考慮した基準である市町村民税所得割額により判断。

支給限度額等 保護者等の市町村民税所得割額

所得制限 304,200円以上

通常の支給限度額 154,500円以上304,200円未満

通常の支給限度額の 1.5倍の額 51,300円以上 154,500円未満

通常の支給限度額の2倍の額 100円（※）以上 51,300円未満
通常の支給限度額の 2.5倍の額 0円（非課税）

※ 実際の税額の算定においては、 100円未満の端数は切捨てとなり、市町村民

税所得割額が 1～99円となることはない。この場合、市町村民税所得割額は

非課税となるため、課税証明書等の内訳において 1～99円と記載されている

場合であっても、 2.5倍加算の対象となる。

(7）就学支援金交付金の支払請求、支払
国は就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に高等学校等就

学支援金交付金として交付する。この交付金は、 4～6月の第 1期、 7～9月の第2期、 10

～12月の第 3期及び 1～3月の第 4期の年4回に分けた支払計画に基づき、国が交付
額を決定し、国から都道府県に交付される。

( 8）支給期間

就学支援金の支給期間は、最大で 36月である。ただし、高等学校・中等教育学校後

期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・ー般課程の夜間等学科・通信制学

科に在籍する場合は最大で48月である。

( 9）受給資格認定

高等学校等に在学する生徒は、就学支援金の支給を受けようとする場合には、受給資

格認定申請書に保護者等（生徒の親権を行う者等）の市町村民税所得割額を証明する書

類（以下「課税証明書等j という。）を添付して、当該生徒が在学する学校の設置者を
通じて、都道府県に提出し、その認定を受ける必要がある。

(10）就学支援金の支給

就学支援金の支給は、受給資格認定申請のあった月（月の初日に在学している場合に

限る。）から始まり、受給事由の消滅（当該高等学校等の卒業、中退、転学、所得制限
等）した月に終了する。

なお、やむを得ない理由により受給資格認定申請を行うことができない場合に、その

理由がやんだ後 15 日以内に申請を行った場合には、当該理由により申請できなくなっ

た日を申請日とみなして支給を受けることができる。

(11 ）代理受領

就学支援金の支給は、学校設置者による代理受領でもって行われる。これは、就学支

援金について、確実に授業料の支払いに充当されるようにするとともに、事務経費を極

力抑えることを目的として実施するものである。

具体的には、就学支援金について、学校設置者が、在学する生徒に代わって都道府県
から受領し、学校設置者がその生徒に対して有する授業料債権の弁済の一部に充てるこ

とにより代理受領を行うことになる。

したがって、学校設置者は、それぞれの授業料の徴収方法を踏まえ、適宜受領した就

学支援金を当該生徒に対する授業料債権の弁済に充てることになるが、例えば、年額の

授業料について就学支援金の受給前に一括納付を受けており、生徒に対して有する授業

料債権が存在しないような場合には、後日納入分において相殺するか、若しくは就学支

・4-
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援金が交付された後に、就学支援金相当額を返金する必要がある。

なお、支給対象高等学校等が都道府県立の高等学校等である場合は、就学支援金を生

徒に対する授業料債権の弁済に充てることは同様であるが、学校設置者と就学支援金の

支給者が同ーとなるため、（都道府県から交付される就学支援金を学校設置者が生徒に

代わって受領するという意味の）代理受領は行われない。

(12）収入の状況の届出

① 受給権者である生徒は、就学支援金の支給が停止されている場合を除き、毎年度、

都道府県が定める日までに、課税証明書等を添付した「保護者等の収入の状況に関す

る事項Jに係る届出書（以下「収入状況届出書」という。）を、支給対象高等学校等

の設置者を通じて、都道府県に提出しなければならない。

② ①にかかわらず、受給権者である生徒（就学支援金の支給が停止されている者を除

く。）は、保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等を、支給対象高

等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県に提出しなければならない。ただし、

既に保護者等の課税証明書等を提出している場合は、当該課税証明書等を添付するこ

とを要しない。

(13）就学支援金の支払の一時差止め

都道府県は、受給権者である生徒が、正当な理由がなく（12）の届出をしないときは、

就学支援金の支払を一時差し止めることができる。

(14）休学

生徒が休学する場合、受給権者である生徒は就学支援金の支給の停止を学校設置者を

通じて都道府県に申し出ることができる。生徒が就学支援金の支給停止を申し出れば、

当該申出の日の属する月の翌月から、復学して支給再開を申し出た日の属する月まで就

学支援金の支給は停止され、当該休学期間は（8）の支給期間に算入されない。

-5 -
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第2章就学支援金に関する事務の流れの概要
就学支援金に関する事務の流れの概要は以下のとおり。なお、学校設置者の欄の「都道府

県からの事務委託等」については、都道府県から学校設置者への依頼により行うことも可能

であり、必ず文書による事務委託が必要であるものではない。

生徒 f回 都道府県 医
伝令による義務 可~－

拠一相c'部なは逼省おの府委令、県都託でか道規をら府可定の能円県事）のと務事す委務る託根の等

交付

金

市帯のム帽報見込告J 疋み宝生伎徒歪数ZをI含低所む得。） 世 帯の－集見H 込計み生徒’数－をt含低所む。得世） 

委量自書 i量豊jの

「怯司l交刷（（千支年ti払間4相央定） 集回計） 暗
算定

7il針金受耳主｛年4同）

就
I~軍f ，（電信罫犠 l)

＇＂＂＂＇事儲 2首i 宣車＂＂＂ JJ

I ヨ~号 ψ 受資絵

ヱ（和法買§4丁目）認定甲百肯蓄の記入
ヱ中ン原給ト則貨ア楕ウ1富規回ト島））疋定）の中・閣作配官成付 ~仕様プ式子リ" 

は省令で
10 格

3措 認定 受用給書類資提格（出認課税定（法証申誇明§41 書書等、確）認の → 受用給書資類格経（認課由税定（証申法請明5書書4等、確）認の
同 受給書リり類資まス格とト（認課めを税作定の成証上申請提明・書等、確）認を

ー一歩 受給資格の認定（法§4)

用と 書出（申請

者 提出

務室需寺署~；穏由通受給資格認定（不認定）通 ｜←受給資格認定（不認メτ益I、定）の
← 受給単プ（位資生リ格徒に認整一定 （不認定） 通

l← 
知の受取 生徒への通知（省 ） 知 覧）の受取・個用

人 理（個ト人配）付
に ントアウ。

支包） I申山請常（省時令ので支定給めるL交受付給j資 l就格申字認請支定（省援申金請令書ので支様定給式めにる叩受基給づj資き 「了L父
車合 格認定申請者書様任式）において

決定
学校設置に委 生徒より受任）

就学支援金の支給額決定 l←就学支援金の支給額決定
就（学人交に付支単プ援決位リ金定にン）整のト支通給知額の決受定取 ・ ｜句就（（学省交支付令援決）金の支給知額の決定（交付決定）通知の受取 （交付決定）の生徒への通 定）通発出

知省令） 個 理（個人配付
用 トアワト ※ 

＠ 収
IUV 7"、

l閏の記入
月UVl定、の祝作配l成付面白（（様昔プ式リL母はン牛省ト6ア～ウ7 

入 ト・ 令で
状 規）

況届
収入（状課税況届出書書等・確）認の用書 ー収類（省入~状課令況税）届証出明事書等・確）認の用経書由 ' 収入（課状況税出（届）証申．請出明．．者書書等リ・確）ス認のト用左書り出 類 証明 提出

類まとめ を作 ー－九~－（主所る得さ制罪企限L基－準－にー該－－当－－ 

要
ー喧ーーー園田ーーー司ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

成・提 園田ーーーーーー

払 支払の一時差止め通知の受 支払の一時差止めの生徒へ
支取払の一単時プ位差リ止整め通理知（の受+t訂正状支さ当況れ払な届なの理一い出由書場時が合差のな提）止く出め収通が入知なの 取 の通知 人に個
配付個用に ントアウト人） 

時
差 の発出
止
め

（支給貨格消滅時j

諜か演R要資卒m格提；I業奪しで：三な卒在認出卒す「遁修い業虜るぐ業学定業期場消省者す在年る合令間滅』学障「者者）転終主期問』同了退間を覧芳と覧年学;i)l3村同作の未者象6時j作満月（のを日成の末3ほ6 

資格認定消滅者の確定

童書格

j消滅

資格認定消滅通知の受取 ←資知格（省認定令消）滅の生徒への通 ←資個格人に認単プ位定リ消滅整理通知（の受配） 取・に 個人付
用 ントアウト。

が転給滅3年退通実末学績知

証を発明機行能。 支消

性）
支取t給貨（格省実誌績令、Z証）E干明同書の申請・受

付支給（省実績令証）明書の発行・配

⑤ 

支扇支業出既岬給再給出れ（停番停法開寺止時4明る止昼場寝にはを詐合再原添品Iよ明ほ）開則付ほ書添南申等（付酔収た出山を不番香だ入提要出状の唯し出）記況、し｝ ノ

成布支給（（停様プ止・再開申出書）定の作支 式リントアウト ・配

停給 は省令で規 ） 

止

再 一支給（停止・再I)開申出書の経 支8I給）停止・再ψ開決定（法5
開 由法§8

支給停止・再開通知の受取 l←支給知停止・再開の生徒への 支（省給停令止） ・再開通知の発出
通 （省令）

化関係を含書類むnの保）管 、』 J開げ
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第3章都道府県における事務

就学支援金の支給に関し、都道府県において行う事務の内容は以下のとおり。

なお、法令等で都道府県が行うことと定められている事項以外の事務については、都道府

県の判断により、事務を学校設置者［都道府県立高等学校等の場合は学校（以下、別に記載

がない限り、本章において同様とする。）】や外部団体等に委託することができる。

1 就学支援金交付金の申輔、受領に関する事務

( 1 ）都道府県予算への計上

就学支援金は都道府県の事務として受給権者である生徒に支給されるため、固から交

付される交付金は都道府県において、まず固から資金を受け入れるために歳入予算に計

上し、就学支援金の支給に係る費用を歳出予算に計上する必要がある。

歳入予算については、国から「高等学校等就学支援金交付金」、事務費については「高

等学校等就学支援金事務費交付金j として交付されることを踏まえ歳入に計上する。

歳出予算については、都道府県において、就学支援金の支給事務を実施するための科

目として適切な節で予算計上する。

(2）就学支援金交付金の交付申請

都道府県は、交付要綱に基づき、別途連絡する期日までに、算定した概算額に基づき、

文部科学大臣に交付申請（様式35）を行う。

文部科学大臣は、当該申請に基づき就学支援金交付金の概算交付額を決定し、都道府

県に通知（様式36）する。

( 3）就学支援金交付金の変更交付申請

都道府県は、受給権者数の変更等により（2）の交付決定額に変更がある場合には、

文部科学大臣に変更承認申請書（様式 37）を提出する。文部科学大臣は、就学支援金

交付金の変更交付額を決定し、都道府県に通知（様式38）する。

なお、変更承認申請がない場合でも、文部科学大臣から、都道府県に対して、就学支

援金交付金の額の変更のために必要な調査を依頼し、これに基づいて変更承認申請を行

っていただく場合がある。

( 4）就学支援金交付金の支払

国は、（2）の交付決定額及び（3）の変更交付決定額を、 4～ 6月の第 l期、 7～9月

の第 2期、 10～12月の第 3期及び l～3月の第 4期（以下「各四半期」という。）に

分けて、都道府県に対して各四半期の最初の月を目途として就学支援金交付金を支払う。

打開院各／佐マ空殻ri6笠7賃’｛宅窟存？
~o 新制度は、平成 26年 4月 1日以降に高等学校等に入学した生徒に適用される。 ！ 
- 原則として、平成 26年 4月 1日前から引き続き高等学校等に在学する者は、旧制 h
i 度が適用される。ただし、平成 26年 4月 1目前に高等学校等に在学していた場合 i
i でも、一旦退学し、相当の期間を空けて、平成 26年 4月 1日以降に再入学する際 i
i には、新制度が適用される。 i 
iO 高等学校等間で転学した者、編入学した者についても、「引き続き高等学校等に i

る者」に含むものとする。

退学日 入 学 日 に 一 定 期 間 山 ！

1～ 2週間など）が空く場合があるが、都道府県において、転学の場合と同 i
「引き続き高等学校等に在学」していると認められるときは、旧制度の対象 i

する。 ~ 
度適用者に係る就学支援金の支給期間には、過去に高等学校等（国公私立の；

ノi泌；ム込主,;t~，.！.t見呂場以浮J，，＿，.，，＿，.，，＿ノ膚，.，，＿，.，，＿ノ，.，／Mr／，.，／，.，ノ＿J
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